
亀 山 市 告 示 第 ４ ８ 号  

亀 山 市 不 育 症 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次

の よ う に 定 め る 。  

  令 和 ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 不 育 症 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 不 育 症 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ６ 年 亀 山 市 告 示

第 １ ２ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 者 」 の 次 に 「 又 は 事 実 上 の 婚 姻 関 係 に あ る 者

（ 治 療 の 結 果 、 出 生 し た 場 合 の 子 に つ い て 認 知 を 行 う 意 向 が あ る

者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 第 ９ 条 」 を 「 第 ８ 条 」 に 改 め 、 同 条 第

２ 項 中 「 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自

立 の 支 援 に 関 す る 法 律 」 を 「 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進

並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援

に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。  

第 ６ 条 を 削 り 、 第 ７ 条 を 第 ６ 条 と し 、 第 ８ 条 か ら 第 １ ２ 条 ま で

を １ 条 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 不 育 症 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱

の 規 定 は 、 令 和 ３ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 治 療 が 終 了 し た 不 育 症 治 療

に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 治 療 が 終 了 し た 不 育 症 治 療 に 係 る 助

成 金 の 交 付 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


